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国
際
租
税
法
の
概
念

木
　
村
　
弘

之

亮

は
じ
め
に

1
　
概
　
説

■
　
純
抵
触
法
と
し
て
の
国
際
租
税
法

　
1
　
狭
義
の
国
際
租
税
法

　
2
　
広
義
の
国
際
租
税
法

皿
　
抵
触
規
範
及
び
国
際
的
租
税
事
実
関
係
に
適
用
し
う
る
実
体
規
範
の
総
体
と
し
て
の
国
際
租
税
法

W
　
結
　
語

国際租税法の概念

は
じ
め
に

　
国
際
租
税
法
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
日
本
で
起
き
て
い
る
。
国
際
租
税
法
の
研
究
対
象
が
そ
の
定
義
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
の
租
税
法
学
に
と
っ
て
も
無
関
心
で
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
論
者
の
概
念
定
立
の
相
違
に
拘
ら
ず
、
か
れ
ら

が
研
究
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
国
際
租
税
法
の
テ
ー
マ
が
、
共
通
ま
た
は
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
論
争
は
実
り
が
な
い
か
、
一
方

1
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ま
た
は
双
方
の
論
者
の
定
立
し
た
概
念
が
、
有
効
に
機
能
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
国
際
租
税
法
学
の
領
域
に
お
け
る
業
績
に
蓄
積
の
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し

た
い
。

1
　
概
　
説

2

　
国
際
法
と
国
際
租
税
法
は
ま
っ
た
く
異
な
る
概
念
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
国
際
法
は
、
形
式
的
法
律
、
法
規
命
令
、
自
治
条
例
法
、
習
慣
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

及
び
超
国
家
法
（
欧
州
連
合
体
法
な
ど
）
と
な
ら
ぶ
ひ
と
つ
の
法
源
で
あ
り
、
租
税
法
の
法
源
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
際
租
税
法
は
、

非
常
に
相
異
な
る
法
源
、
法
規
範
又
は
法
規
を
基
礎
に
も
つ
ひ
と
つ
の
法
領
域
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
際
租
税
法
は
、
と
り
わ
け
超
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

法
（
E
U
法
な
ど
）
や
国
際
法
上
の
条
約
（
二
国
間
租
税
条
約
）
を
そ
の
拠
り
所
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
国
際
租
税
法
の
下
に
お
い
て
本
来
何
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
い
か
な
る
概
念
構
成
が
標
準
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
そ
し

て
、
そ
も
そ
も
国
際
租
税
法
の
概
念
が
存
在
す
る
の
か
は
、
争
わ
れ
て
い
る
。
国
際
租
税
法
は
、
国
際
法
の
源
泉
た
る
性
格
を
有
す
る
規

範
だ
け
を
包
含
す
る
と
い
う
見
解
（
狭
義
の
国
際
租
税
法
）
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
見
解
で
は
、
概
念
が
余
り
に
狭
く
理
解
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

れ
て
お
り
、
法
の
淵
源
に
の
み
関
係
を
有
す
る
。
さ
ら
に
、
租
税
高
権
を
相
互
に
限
界
づ
け
る
法
規
範
、
し
た
が
っ
て
抵
触
規
範
だ
け
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

国
際
租
税
法
で
あ
る
、
と
の
見
解
（
広
義
の
国
際
租
税
法
）
も
み
ら
れ
る
。
最
後
に
、
外
国
と
関
連
の
あ
る
租
税
事
実
関
係
を
捕
捉
す
る
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

べ
て
の
規
範
が
国
際
租
税
法
で
あ
る
と
い
う
見
解
（
最
広
義
の
国
際
租
税
法
）
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

一
般
に
国
際
租
税
法
が
研
究
対
象
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
「
正
し
い
」
概
念
を
捜
し
求
め
る
論
争
が
今
後
も
続
く
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な

概
念
構
成
が
異
な
る
理
由
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
初
か
ら
当
該
概
念
に
相
異
な
る
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。
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3
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霞
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。
算
9
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一
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刈
ρ
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（
7
）
H
暮
①
ヨ
讐
一
9
巴
①
の
聾
①
ロ
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員
①
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（
8
）
古
い
文
献
で
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一
般
に
目
さ
旨
9
一
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巴
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ω
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目
お
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算
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さ
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て
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た
。

国際租税法の概念

　
　
　
　
　
　
　
　
且
　
純
抵
触
法
と
し
て
の
国
際
租
税
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
一
ω
塁
は
国
際
レ
ベ
ル
の
租
税
法
に
お
け
る
抵
触
規
定
の
総
体
を
国
際
租
税
法
と
呼
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
抵
触
規
定
に
よ
っ

て
租
税
法
律
の
適
用
範
囲
が
確
定
さ
れ
る
。
か
れ
は
「
実
定
」
国
際
租
税
法
と
「
純
粋
」
国
際
租
税
法
と
を
区
別
し
て
い
る
。
実
定
国
際

租
税
法
の
下
に
お
い
て
、
H
ω
3
は
、
各
国
が
自
己
の
課
税
権
を
み
ず
か
ら
限
界
づ
け
る
そ
う
し
た
法
律
を
理
解
す
る
。
所
論
に
よ
れ
ば
、

そ
の
都
度
国
家
レ
ベ
ル
で
作
り
出
さ
れ
る
国
際
租
税
法
が
存
在
す
る
。
他
方
、
純
粋
国
際
租
税
法
は
、
国
家
課
税
権
者
が
踏
み
越
え
て
は

3
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（
1
0
）

な
ら
な
い
そ
う
し
た
限
界
を
示
す
法
規
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
。
H
。
。
塁
の
こ
の
見
解
は
、
国
際
租
税
法
の
概
念
が
、
国
家
課
税
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

限
界
づ
け
る
よ
う
な
法
規
範
す
な
わ
ち
［
課
税
権
］
抵
触
規
定
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
　
小
松
芳
明
教
授
は
、
国
際
租
税
法
を
課
税
権
の
競
合
状
態
が
生
じ
る
国
際
課
税
の
分
野
に
お
い
て
競
合
す
る
課
税
権
を
調
整
す
る
一
定
の
ル
ー
ル
を

指
す
と
説
か
菱
・
所
説
に
い
う
「
競
合
」
と
は
抵
触
を
・
ま
た
「
調
整
」
と
は
限
界
つ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
で
麺
・

　
こ
れ
に
対
し
、
ω
官
鼠
σ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
又
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
法
規
定
で
、
か
つ
こ
れ

ら
の
国
を
義
務
づ
け
る
法
令
で
あ
る
で
あ
ろ
う
も
の
だ
け
が
、
国
際
租
税
法
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
国

際
租
税
法
は
、
実
体
法
上
の
抵
触
規
定
を
含
ん
で
お
り
、
か
つ
原
初
よ
り
国
際
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
さ
し
あ
た
り
実
際
に
は
存
在
し
な

　
　
　
　
（
1
4
）

い
で
あ
ろ
う
。
所
説
に
よ
れ
ば
、
抵
触
規
定
を
そ
の
内
容
と
し
、
か
つ
一
般
的
に
す
べ
て
の
又
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
に
対
し
拘
束
力

を
有
す
る
法
の
み
が
、
国
際
租
税
法
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
国
際
租
税
法
は
今
日
も
な
お
存
在

　
　
（
1
5
）

し
な
い
。

　
　
　
（
1
6
）

　
ω
窪
一
霞
に
代
表
さ
れ
る
見
解
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
国
際
租
税
法
に
該
当
す
る
の
は
、
抵
触
規
定
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

際
租
税
法
は
、
各
国
の
租
税
高
権
を
相
互
に
正
確
に
画
す
る
そ
う
し
た
法
規
範
の
総
体
で
あ
る
。
ω
穿
σ
は
、
課
税
権
を
限
界
づ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

法
規
範
の
総
体
を
国
際
租
税
法
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
［
課
税
権
］
抵
触
規
範
が
国
際
法
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
場
合
、
狭
義
の
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

際
租
税
法
が
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
義
で
は
、
国
際
租
税
法
は
、
国
内
抵
触
規
範
を
も
含
ん
で
い
る
。
国
際
租
税
法
の
課
題
は
、
衝

突
す
る
国
内
租
税
法
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
事
実
上
、
各
国
の
課
税
権
（
鼠
邑
お

宕
≦
霞
）
を
限
定
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
の
場
合
に
も
、
国
際
租
税
法
の
概
念
は
、
抵
触
規
範
の
み
が
把
握
さ
れ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

う
よ
う
に
し
て
、
そ
の
対
象
に
限
定
を
加
え
て
い
る
。

　
こ
の
学
説
の
な
か
で
ふ
た
つ
の
見
解
が
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
一
に
よ
れ
ば
、
国
際
租
税
法
の
概
念
は
、
な
お
国
内
租
税
法
か
ら
引
き
出

さ
れ
得
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
国
際
租
税
法
は
、
そ
の
法
源
が
国
際
公
法
の
性
格
を
有
す
る
と
い
う
点
で
、
明
ら
か
に
国
内
租
税
法
と
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区
別
さ
れ
る
。
他
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
”
相
異
な
る
類
似
の
も
の
を
比
較
す
る
場
合
に
お
け
る
共
通
点
（
§
碁
目
8
ヨ
冨
声
ぎ
巳
の
）
”
は
、

法
源
の
類
型
で
は
な
く
、
そ
の
規
範
が
指
示
す
る
対
象
、
す
な
わ
ち
そ
の
客
体
で
あ
る
。
相
異
な
る
定
義
は
、
こ
れ
ら
の
強
調
さ
れ
て
い

る
判
断
基
準
の
う
ち
い
ず
れ
（
法
源
の
類
型
か
又
は
客
体
）
が
採
用
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
帰
結
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
共
通
の
べ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ス
か
ら
出
発
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
定
義
は
相
互
に
排
他
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
者
は
前
者
の
拡
張
で
あ
る
。

（
9
）
O
o
魯
一
。
汀
巳
①
。D
℃
内
2
｛
一
一
畠
ぎ
の
①
一
P

（
1
0
）
h
。
。
ε
（
閃
P
“
y
ω
」
刈
。

（
n
）
q
o
寒
霞
き
ミ
閃
（
臣
●
一
y
ω
。
鱒
●

（
1
2
）
　
小
松
芳
明
「
国
際
租
税
法
の
発
展
と
動
向
」
租
税
法
研
究
一
〇
号
（
一
九
八
七
年
）
一
頁
一
小
松
芳
明
・
国
際
取
引
と
課
税
問
題
　
　
国
際
租

　
税
法
の
考
え
方
ー
（
信
山
社
一
九
九
四
年
）
面
頁
。
類
旨
、
中
尾
武
彦
・
国
際
租
税
制
度
概
観
（
一
九
八
九
年
）
、
六
頁
一
山
内
惟
介
「
国
際
租

　
税
法
の
概
念
に
つ
い
て
」
国
際
税
務
一
三
巻
八
号
（
一
九
九
三
年
）
七
頁
。

（
1
3
）
　
小
松
芳
明
・
前
掲
注
（
1
2
　
一
九
九
四
年
）
榊
m
頁
。
宮
武
敏
雄
氏
は
、
こ
の
小
松
の
見
解
「
複
数
の
課
税
権
な
い
し
そ
の
行
使
の
『
調
整
』
に
係

　
る
租
税
制
度
と
み
る
の
は
極
め
て
狭
い
定
義
で
あ
る
。
」
（
後
掲
注
（
2
0
）
四
頁
）
と
批
判
す
る
。
こ
の
批
判
は
、
山
内
惟
介
・
前
掲
注
（
1
2
）
国
際
税

　
務
一
三
巻
三
号
七
頁
の
反
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
論
証
す
る
よ
う
に
、
正
鵠
を
射
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
小
松
芳
明
・
国
際
課
税
の
あ
り
方

－
国
際
租
税
法
の
発
展
を
め
ざ
す
i
（
有
斐
閣
出
版
サ
ー
ビ
ス
一
九
八
七
年
）
　
は
、
そ
の
定
義
に
か
か
わ
ら
ず
、
移
転
価
格
税
制
を
国
際
租

　
税
法
の
枠
内
で
取
り
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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（
2
0
）
b
u
帥
ミ
箋
（
閃
鼻
ρ
お
窪
）
」
R
「
国
際
租
税
法
と
は
、
各
国
租
税
法
の
抵
触
に
関
す
る
法
で
あ
る
。
」
（
参
照
、

　
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
、
三
頁
）
と
、
ビ
ュ
ー
ラ
は
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
1
）
内
ミ
。
ミ
置
辱
ぎ
ミ
＞
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霧
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7
0
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B
ω
ぎ
『
け
①
旨
呂
o
昌
巴
困
の
。
巴
『
薫
（
R
き
ω
一
讐
。
斜
≦
。
国
．

　
マ
＝
（
同
書
に
本
稿
は
多
く
依
っ
て
い
る
。
y
O
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P
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』
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（
22
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映
壽
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ミ
や
（
ω
唇
声
ぎ
8
卜
。
一
）
も
」
；

宮
武
敏
夫
・
国
際
租
税
法
（
有

譲
①
一
巴
o
の
）
b
①
＜
①
口
§
§
P

　
1
　
狭
義
の
国
際
租
税
法

　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
前
説
（
法
源
説
）
は
、
そ
の
異
な
る
淵
源
に
基
づ
い
て
国
内
租
税
法
と
国
際
租
税
法
と
を
区
別
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
内
租
税
法
と
は
、

国
家
の
立
法
ま
た
は
地
方
自
治
体
の
立
法
に
よ
っ
て
国
内
で
効
力
を
有
し
て
い
る
租
税
法
の
総
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
国
際
租

税
法
の
定
義
は
、
国
際
公
法
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
そ
う
し
た
法
規
範
だ
け
か
ら
な
る
。
こ
の
（
狭
義
の
）
国
際
租
税
法
は
、
国
際
公
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

か
ら
派
生
す
る
法
規
範
の
総
体
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
法
規
範
は
そ
の
対
象
と
し
て
、
関
係
諸
国
が
複
数
の
租
税
高
権
者
で
あ
る
場
合
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

法
律
要
件
を
規
定
し
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
の
租
税
高
権
者
は
、
国
際
公
法
の
主
体
で
あ
る
。
ω
爵
一
霞
の
力
説
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

「
狭
い
（
適
切
な
）
意
味
に
お
け
る
国
際
租
税
法
」
で
あ
る
の
は
、
　
　
国
際
公
法
、
特
に
国
際
二
重
課
税
条
約
を
法
源
と
す
る
　
　
こ
の

タ
イ
プ
の
抵
触
法
で
あ
る
。

国際租税法の概念
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3
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①
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2
　
広
義
の
国
際
租
税
法

　
後
説
（
客
体
説
）
に
よ
れ
ば
、
国
際
租
税
法
は
、
国
際
法
の
法
源
か
ら
出
て
く
る
抵
触
法
か
ら
な
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

国
際
租
税
法
は
、
国
内
租
税
法
が
抵
触
す
る
国
内
課
税
権
の
限
界
づ
け
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
限
り
｛
国
内
租
税
法
を
も
そ
の
構
成
要

　
　
　
（
2
7
）

素
と
す
る
。
疑
い
も
な
く
、
用
語
の
こ
の
よ
う
な
拡
大
は
理
論
の
点
で
は
ま
っ
た
く
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
論
証
さ
れ
う
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
片
務
的
（
国
内
）
抵
触
法
を
国
際
租
税
法
の
定
義
の
中
に
含
め
る
こ
と
は
、
次
第
に
多
数
の
者
に
よ
っ
て
受
け
容

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
課
税
権
の
限
界
づ
け
を
扱
っ
て
い
る
国
際
法
規
範
と
国
内
法
規
範
が
結
び
つ
い
て
、
「
広
義
の
国
際
租
税
法
」
が
で
き
あ
が
る
。
こ
の
よ

う
な
国
際
性
は
、
そ
の
両
構
成
要
素
（
す
な
わ
ち
片
務
的
抵
触
規
範
と
国
際
抵
触
規
範
）
の
点
で
、
そ
の
対
象
に
起
因
す
る
。
「
広
義
の
国
際
租

税
法
」
と
い
う
用
語
に
お
け
る
修
飾
語
「
国
際
的
」
は
、
や
や
誤
解
を
招
き
が
ち
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
「
国
際
私
法
」
と
い
う

用
語
の
中
に
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
こ
の
修
飾
語
は
法
源
を
指
示
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
規
範
の
客
体
を
示
し

て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
純
粋
な
抵
触
法
と
し
て
の
国
際
租
税
法
は
、
各
国
の
課
税
権
を
限
界
づ
け
る
法
規
範
の
総
体
と
定
義
さ
れ
得
る
。
そ
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

象
は
、
課
税
権
の
抵
触
す
る
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
競
合
す
る
租
税
実
体
法
規
範
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
租
税
実
体
法
規
範
の
競
合
は
、
二

以
上
の
国
が
ひ
と
つ
の
課
税
客
体
に
対
し
て
課
税
権
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
法
源
は
、
国
際
公
法
か
ら
も
国
内

法
か
ら
も
生
じ
て
く
る
。

8

（
2
7
）
　
狭
義
の
対
外
取
引
税
法
霞
8
旨
巴
房
8
＝
餌
≦
、
す
な
わ
ち
片
務
的
国
際
租
税
法
暮
鵠
9
霞
巴
（
轟
鼠
8
巴
）
一
司
一
。

（
2
8
）
　
ω
。
。
b
d
帥
ミ
讐
（
問
野
ρ
一
。
①
“
y
ω
。
＜
ン
ト
。
｛
●
旧
b
ご
帥
ミ
ミ
（
吋
P
9
一
〇
①
鱒
y
ω
●
零
o。
｛
噛
●
旧
b
ご
帥
ミ
。
、
（
問
昌
●
卜
。
o。
）
N
四
〇
即
く
一
〇
（
一
。
㎝
o。
y
ω
．
①
O
o。

旨
同
様
に
法
源
に
着
目
す
る
も
の
に
、
「
国
内
法
及
び
条
約
法
が
一
緒
に
な
っ
て
、
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
の
国
際
租
税
法
！
こ
こ
で
は
国
外
所
得

　
に
対
す
る
課
税
の
法
（
α
舘
即
8
騨
α
零
Ou
①
馨
窪
霞
…
α
q
＜
9
＞
仁
ω
一
雪
駐
①
ヨ
5
畦
け
窪
）
ー
を
な
し
て
い
る
。
」
（
く
o
α
q
斜
宍
登
霧
b
U
δ



ω
。
ω
8
仁
霞
巨
⑳
＜
8
＞
島
一
帥
＆
。
Q
①
一
嘗
言
｛
8
昌
●
写
ぎ
暑
一
①
づ
⊆
巳
ギ
ゆ
犀
一
p
す
界
＜
o
の
①
一
（
田
ω
の
。
）
一
Ω
ε
区
守
品
窪
α
Φ
三
昌
§
－

昌
毘
g
巴
。
コ
ω
s
垢
畦
。
。
算
ω
（
国
α
一
巳
。
。
。
㎝
）
あ
。
合
く
o
α
q
9
箆
§
ρ
U
霞
畠
⊆
巨
一
。
げ
①
＞
ロ
語
且
…
鴨
げ
。
邑
魯
α
霞
＜
①
毫
翼
舅
叩

ω
お
。
算
8
弓
5
田
冨
d
三
①
国
の
9
ご
お
菩
霞
巳
①
Ω
歪
昌
亀
吋
謎
雪
α
①
ω
。
。
o
α
q
」
暮
①
ヨ
器
o
冨
一
①
づ
く
①
暑
ゆ
巨
夷
の
－
⊆
＆
幹
①
⊆
①
旨
。
魯
房

零
昏
ζ
霞
θ
＼
ω
①
島
P
一
。
。
ρ
の
」
①
。
。
ご

（
2
9
）
　
司
一
ω
o
巴
8
三
ロ
9
8
器
の
●

皿

抵
触
規
範
及
び
国
際
的
租
税
事
実
関
係
に

適
用
し
う
る
実
体
規
範
の
総
体
と
し
て
の
国
際
租
税
法

国際租税法の概念

　
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
国
際
租
税
法
の
概
念
が
実
体
規
範
な
ら
び
に
国
際
抵
触
規
範
及
び
国
内
抵
触
規
範
を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
、
疑
問
が
生
じ
る
。
本
章
の
概
説
1
で
叙
述
し
た
よ
う
に
、
我
々
は
国
際
的
租
税
事
実
関
係
を
規
制
す
る
そ
う
し
た
実
体
規
範
に

の
み
か
か
わ
っ
て
い
る
。
あ
る
特
別
な
局
面
で
は
、
我
々
は
＠
無
制
限
納
税
義
務
者
の
課
税
、
㈲
制
限
納
税
義
務
者
の
課
税
に
関
す
る
片

務
的
（
国
内
）
実
体
規
範
と
を
い
ず
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
！
に
い
れ
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
居
住
者
た
る
無
制
限
納
税
義
務
者

は
一
般
に
、
国
外
で
の
課
税
客
体
（
国
外
源
泉
所
得
、
国
外
源
泉
財
産
な
ど
）
に
対
し
て
無
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。
こ
れ
に
対
し
、
非
居
住

者
た
る
制
限
納
税
義
務
者
は
、
問
題
の
国
（
す
な
わ
ち
国
外
源
泉
所
得
の
源
泉
地
国
又
は
国
外
源
泉
財
産
の
所
在
地
国
）
内
で
の
課
税
客
体
に
対

し
て
制
限
納
税
義
務
を
負
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
ひ
と
が
こ
の
よ
う
な
実
体
規
範
を
国
際
租
税
法
の
一
部
と
み
な
す
こ
と
を
選
択
す
る
か
ど
う
か
は
、
実
に
、
裁
量
の
問
題
で
あ
る
。
こ

れ
を
含
め
る
こ
と
に
反
対
す
べ
き
強
い
理
由
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
国
際
租
税
法
の
外
延
を
広
げ
る
べ
き
強
い
理
由
も
な
い
。
こ
れ

を
含
め
る
こ
と
の
方
が
正
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
抵
触
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
事
実
関
係
及
び
「
広
義
の
対
外
取
引
税
法
」
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
事
実
関
係
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
概
念
上
全
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
点
で
、
よ
り
好
ま
し
い
。
こ
の
よ

9
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（
31
）

う
に
し
て
、
実
体
法
規
範
に
お
け
る
結
節
要
素
と
抵
触
法
に
お
け
る
結
節
要
素
と
を
識
別
す
る
こ
と
は
、
危
険
が
少
な
い
。
さ
ら
に
、

「
広
義
の
対
外
取
引
税
法
」
の
実
体
法
規
範
が
同
時
に
無
制
限
納
税
義
務
及
び
制
限
納
税
義
務
な
ら
び
に
国
内
租
税
法
の
適
用
範
囲
を
規

制
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
広
義
の
対
外
取
引
税
法
」
の
実
体
法
規
範
は
、
外
界
か
ら
課
税
権
の
限
界
を
画
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
「
広

義
の
対
外
取
引
税
法
」
の
実
体
法
規
範
は
実
体
規
範
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
抵
触
法
の
要
素
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
含
ん
で
い
る
。
さ

ら
に
、
二
重
課
税
条
約
は
典
型
的
に
抵
触
法
の
道
具
で
あ
る
が
、
次
第
に
実
体
法
の
性
質
を
も
つ
規
定
を
も
含
み
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
二
重
課
税
条
約
の
目
的
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
（
資
本
の
国
際
的
逃
避
及
び
租
税
逃
避
の
防
止
な
ど
）
。
最
後
に
、
一
般

的
に
法
的
に
思
考
す
る
と
き
、
実
体
規
範
と
抵
触
規
範
の
識
別
は
、
論
争
の
絶
え
な
い
目
的
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
国
際
租
税
法
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

す
る
限
り
、
い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

10

　体系上の

要
請
が
国
際
租
税
法
の
概
念
を
左
右
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
概
念
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
体
系
上
の
要
請
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
租
税
法
は
、
国
際
関
係
に
関
す
る
限
り
、
統
一
的
に
法
典
編
纂
さ
れ
て
お
ら
ず
、
体
系
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

て
、
国
際
租
税
法
は
、
秩
序
づ
け
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、
体
系
概
念
と
し
て
理
解
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
さ
ら
に
熟
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
概
念
の
多
用
性
を
そ
れ
故
こ
れ
以
上
詳
し
く
叙
述
す
る
必
要
は
な
い
。
国
際
租
税
法
の
「
正
し
い
」
概
念
を
め
ぐ
る
論
争
は
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

局
の
と
こ
ろ
実
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
当
該
概
念
そ
の
も
の
は
原
則
を
有
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
問
題
の
規
範
の
適
用
に
と
っ
て
指
針
と
な
る
基
準
も

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
租
税
法
の
概
念
は
、
法
素
材
の
対
象
に
つ
い
て
の
理
解
に
と
っ
て
の
み
意
議
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
最
後
に
、
一
般
に
、
法
的
に
考
え
る
と
、
実
体
規
範
と
抵
触
規
範
の
あ
い
だ
の
区
別
は
、
少
な
く
と
も
国
際
租
法
規
に
関
す
る
限
り
、

争
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
今
日
な
お
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
国
際
租
税
法
の
概
念
は
余
り
狭
く
定
義
し
す
ぎ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
広
義
の

対
外
取
引
税
法
」
の
実
体
規
範
は
、
国
際
的
及
び
国
内
的
抵
触
法
と
同
様
に
、
国
際
租
税
法
の
概
念
の
な
か
に
含
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
か
く
し
て
、
国
際
租
税
法
の
定
義
に
関
す
る
問
題
に
対
す
る
解
答
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
国
際
租
税
法
と
は
、
国
際
的
租
税
事
実



　
（
3
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

関
係
に
適
用
さ
れ
る
そ
う
し
た
実
体
規
範
並
び
に
国
際
的
及
び
国
内
的
抵
触
規
範
の
総
体
を
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
国
際
租
税
法
に
つ
い
て
叙
述
す
る
と
き
に
は
、
外
国
と
関
連
の
あ
る
租
税
事
実
関
係
を
捕
捉
す
る
規
範

　
　
（
3
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

す
べ
て
を
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
国
際
法
の
源
泉
の
み
な
ら
ず
国
内
法
の
源
泉
で
あ
る
規
範
も
す
べ
て
問
題
と
な
り
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
（
4
1
）

国
際
租
税
法
の
概
念
は
、
以
下
に
お
い
て
二
重
課
税
の
回
避
に
資
す
る
す
べ
て
の
規
範
を
二
重
課
税
法
と
呼
び
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

体
規
範
を
対
外
取
引
税
法
と
呼
称
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
二
つ
の
秩
序
づ
け
概
念
に
区
分
さ
れ
る
。

　
国
際
租
税
法
が
外
国
と
関
連
の
あ
る
租
税
事
実
関
係
と
く
に
国
境
を
越
え
る
租
税
事
実
関
係
に
か
か
わ
る
そ
う
し
た
法
規
定
の
総
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

そ
の
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ひ
と
つ
の
特
定
の
法
秩
序
と
の
関
係
が
つ
ね
に
必
要
で
あ
る
の
で
、
各
国
は
自
国
の
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

有
の
国
際
租
税
法
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
日
本
国
の
国
際
租
税
法
が
前
面
に
あ
る
。

国際租税法の概念

（　（　（　（　（　（　（　（
37　36　35　34　33　32　31　30
）　）　）　）　）　）　）　）限

定
さ
れ
な
い

山
内
惟
介
・
前
掲
注
（
1
2
）
国
際
税
務
一
三
巻
八
号
七
頁
）
。

に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
ω
8
0
国
O
P
爵
①
き
巨
巴
＜
o
冨
B
霧
9
国
雪
雪
垢
幹
讐
貯
試
8
）
。

（
冨
轟
三
雷
）
を
排
除
し
て
い
る
が

税
を
包
含
し
て
い
る
。

こ
れ
に
我
々
は
広
義
の
「
対
外
取
引
税
法
（
①
答
①
3
巴
旨
8
＝
m
名
）
」
と
い
う
用
語
を
あ
て
る
で
あ
ろ
う
。

O
o
昌
昌
①
9
営
σ
q
壁
o
δ
お
。

国
際
私
法
に
関
し
て
、
映
品
鼻
Q
①
き
ミ
瓢
目
暮
霞
轟
け
一
2
巴
窃
7
貯
9
お
。
耳
」
●
＞
亀
一
●
ζ
菅
魯
8
お
ミ
あ
』
㎝
R

O
＆
口
o
⇒
σ
q
書
o
α
q
該
㌦
n

O
匡
①
算
一
①
毎
茜
。
。
ヨ
践
。。
鼠
げ
①
，

一
暮
①
旨
客
o
奉
一
誹
。
巴
鼠
岳
あ
餌
。
穿
①
浮
毘
①
巨
け
＞
仁
巴
磐
α
ω
げ
霞
菩
臣
口
σ
q
」
窃
営
け
①
3
豊
o
臣
一
①
ω
富
⊆
＆
芭
①
●

映
壽
o
ミ
簿
（
の
仁
冥
卑
昌
o
鼠
曽
y
℃
●
一
〇
。

こ
こ
に
い
う
租
税
事
実
関
係
は
、
租
税
に
と
っ
て
有
意
義
な
事
実
関
係
を
指
し
、
国
際
取
引
（
宮
武
敏
夫
・
前
掲
注
（
2
0
）
四
頁
以
下
参
照
）
に

　
　
　
　
。
「
国
際
的
」
と
い
う
修
飾
語
は
、
「
外
国
と
関
連
の
あ
る
」
又
は
「
外
国
と
牽
連
性
を
有
す
る
」
と
い
う
状
態
を
指
し
て
い
る
（
参
照
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
用
い
る
「
租
税
」
と
は
、
強
制
的
に
反
対
給
付
な
く
政
府
に
支
払
わ
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
明
ら
か
に
手
数
料
（
。
訂
お
霧
）
や
科
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
し
か
し
、
強
制
的
に
な
さ
れ
る
社
会
保
障
負
担
金
（
ω
o
o
一
巴
8
0
霞
一
受
冨
図
ヨ
雪
訂
）
の
よ
う
な
特
殊
な
租

　
　
　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
な
広
い
定
義
を
採
用
す
る
理
由
は
、
本
書
　
の
対
象
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
り
、
O
E
C
D
モ
デ
ル
条
約
に
規
定

11
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さ
れ
て
い
る
社
会
保
障
税
を
視
野
に
入
れ
る
た
め
で
あ
る
。
多
く
の
国
々
で
は
、
日
本
と
同
様
に
、
社
会
保
障
分
担
金
（
ω
o
。
一
巴
器
。
ξ
一
受
8
㌣

艮
げ
三
δ
房
）
は
「
租
税
で
な
い
」
。
法
人
利
益
税
に
代
え
て
毎
年
課
せ
ら
れ
る
会
社
登
録
手
数
料
も
、
租
税
で
な
い
。
「
租
税
」
と
「
関
税
（
2
8
ヨ
の

　
α
暮
一
8
）
」
と
の
あ
い
だ
に
相
異
な
る
区
分
線
が
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
。
と
く
に
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ビ
ン
グ
課
徴
金
は
、
若
干
の
国
々
で
は
、
課
税
よ
り

　
む
し
ろ
貿
易
関
係
の
一
部
と
し
て
国
境
税
（
げ
〇
三
①
二
震
窃
）
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
の
目
的
上
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
；

　
は
、
租
税
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
（
ミ
ミ
言
ミ
。
。
｝
b
き
登
§
｝
弓
語
巳
の
ぎ
　
冒
鼠
ヨ
讐
δ
口
巴
弓
貰
讐
ご
P
＞
日
の
8
三
蝉
旨
一
8
一
も
．
o。
D
）
。

（
3
8
）
　
日
米
友
好
通
商
航
空
条
約
（
一
五
条
、
一
六
条
）
、
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

（
3
9
）
　
類
旨
、
宮
武
敏
夫
・
前
掲
注
（
2
0
）
三
頁
。
「
国
際
租
税
法
と
は
、
国
際
取
引
に
関
す
る
租
税
法
で
あ
る
。
」

（
4
0
）
U
2
巨
①
一
雲
呂
o
巳
帥
ヨ
U
o
℃
b
①
一
げ
①
馨
窪
①
歪
轟
胃
。
。
算
。

（
4
1
）
　
二
重
課
税
条
約
は
典
型
的
に
抵
触
法
の
道
具
で
あ
る
。
こ
の
二
重
課
税
条
約
が
次
第
に
実
体
法
の
性
格
を
も
有
す
る
規
定
を
含
む
に
至
っ
て
い

　
る
こ
と
は
、
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
二
重
課
税
条
約
の
よ
り
広
い
目
的
（
資
本
の
国
際
逃
避
及
び
「
租
税
逃
避
」
の

　
防
止
、
税
務
事
案
に
関
す
る
行
政
共
助
・
司
法
共
助
な
ど
）
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。

（
4
2
）
国
曇
①
巨
巴
鼠
乙
曽
ヨ
＞
蚤
Φ
房
け
①
仁
①
畦
①
魯
け
●

（
4
3
）
　
O
o
簿
§
ミ
建
砧
（
司
戸
一
y
ψ
曽
’
ω
魯
き
ヨ
9
お
は
、
ド
イ
ッ
租
税
法
の
伝
統
に
し
た
が
い
二
重
課
税
法
と
対
外
取
引
税
法
と
に
区
分
す

　
る
。

（
4
4
）
　
民
く
畠
9
∪
切
》
吋
堕
国
一
巳
．
即
N
』
．
旧
同
旨
、
宍
盲
鷺
悔
く
o
寒
§
U
霧
冒
鼠
3
巴
8
巴
①
聾
①
垢
霞
①
。
辟
α
零
ω
⊆
巳
窃
『
①
を
巨
一
F
ド

　
＞
亀
『
ζ
言
9
窪
お
o。
o
。
あ
』
。
な
お
、
同
書
は
、
q
ξ
巨
δ
号
①
ヌ
霞
巴
①
ぼ
げ
0
9
①
ぽ
費
ω
ε
α
ご
9
仁
昌
α
℃
声
圏
の
の
シ
リ
ー
ズ
に
収
録
さ

　
れ
て
い
る
。

（
4
5
）
G
o
簿
§
ミ
ぴ
ミ
馳
（
閃
⇒
」
y
ω
。
G。
．

12

W
　
結
　
語

　
「
ド
イ
ッ
の
最
近
の
文
献
で
は
、
国
際
租
税
法
は
、
例
え
ば
、
外
国
と
牽
連
性
を
有
す
る
事
実
に
関
す
る
租
税
問
題
を
規
律
す
る
法
と
定

義
さ
れ
（
困
品
P
U
器
巨
①
旨
呂
9
巴
①
碧
窪
霞
お
9
琶
①
円
田
邑
①
胃
魯
暮
影
』
。
＞
⊆
一
一
」
。
。。
。

。
あ
」
ご
三
一
ぎ
ト
①
ぼ
げ
仁
3
鼠
巴
三
①
§
帥



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

ぎ
き
一
震
聾
窪
霞
お
。
年
一
㊤
。
。
一
あ
」
竃
。
）
」
、
「
抵
触
、
重
複
的
適
用
、
課
税
権
の
調
整
等
の
表
現
は
格
別
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
」
。
国
際

租
税
法
の
定
義
そ
の
も
の
は
さ
て
お
く
と
し
て
、
こ
の
概
念
は
、
主
と
し
て
ド
イ
ッ
語
圏
に
お
い
て
形
成
発
達
し
て
き
て
お
り
、
そ
う
し

た
国
際
租
税
法
に
関
す
る
研
究
業
績
の
文
化
を
背
負
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
租
税
法
の
定
義
が
文
献
中
か
ら
つ
ま
み
出
さ
れ
る

な
ら
ば
、
え
て
し
て
外
国
法
に
精
通
さ
れ
た
法
律
家
で
さ
え
も
そ
の
定
義
の
置
か
れ
て
い
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
看
過
す
る
お
そ
れ
も
、
あ
り

え
よ
う
。

　
将
来
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
連
合
王
国
（
イ
ギ
リ
ス
）
、
オ
ラ
ン
ダ
を
は
じ
め
と
す
る
世
界
各
国
で
通
用
し
て
い
る

「
国
際
租
税
法
」
概
念
が
、
紹
介
・
考
察
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
ド
イ
ッ
・
ス
イ
ス
に
お
け
る
当
該
概
念
の
定
義
及
び
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
明
ら
か
に
し
た
に
と
ど
ま
る
。
多
数
の
研
究
者
及
び
実
務
家
が
一
層
日
本
の
国
際
租
税
法
の
理
論
及
び
実
務
の
発
展
に
寄
与

さ
れ
る
こ
と
を
祈
念
す
る
の
み
で
あ
る
。

（
4
6
）
　
国
際
租
税
は
、
一
国
内
で
の
み
実
現
さ
れ
る
の
で
は
な
い
租
税
法
律
要
件
を
取
り
扱
う
そ
う
し
た
す
べ
て
の
規
制
の
総
称
で
あ
る
（
葦
罫
“

民
ε
ー
ミ
魯
言
無
9
ぼ
ゴ
9
鼠
巴
暮
①
3
讐
一
9
巴
雪
ω
8
藷
巨
8
馨
る
・
＞
亀
一
．
お
o
。
9
ω
」
①
）
。
な
お
、
こ
の
書
物
は
、
序
文
に
よ
れ
ば
、
教

育
と
研
修
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
研
究
書
で
は
な
い
。

（
4
7
）
　
山
内
惟
介
．
前
掲
注
（
1
2
）
国
際
税
務
一
三
巻
八
号
七
頁
。
し
か
し
、
宍
言
鷺
（
問
P
怠
y
ψ
鳶
℃
旨
刈
は
抵
触
規
範
（
国
o
∈
巴
9
旨
9
ヨ
雪
）

　を

国
際
租
税
法
の
中
に
認
識
し
て
い
る
。

国際租税法の概念

13


